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特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称） 

作成者 提出書類 様式番号 備  考 

志願者 

入学願書等 ５，６  
障害があることを証明する書類 11 療育手帳の写しまたは様式 11 を提出

する。 
栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等

学園志願理由書 
12  

中学校卒業後５年以上を経過した志願

者の志願理由書 
10－１ 該当者のみ中学校卒業証明書ととも

に提出する。 
中学校 調査書 ７  

 
特別支援学校高等部（特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称）及び盲学校高等部専攻科を除く） 
作成者 提出書類 様式番号 備  考 

志願者 

入学願書等 ５，６  
障害があることを証明する書類 11 身体障害者手帳若しくは療育手帳の

写しまたは様式 11を提出する。 
中学校卒業後５年以上を経過した志願

者の志願理由書 
10－１ 該当者のみ中学校卒業証明書ととも

に提出する。 
中学校 調査書 ７  

 
盲学校高等部専攻科 

作成者 提出書類 様式番号 備  考 

志願者 

入学願書等 ５，６  
障害があることを証明する書類 11 身体障害者手帳の写しまたは様式 11

を提出する。 
高等学校卒業後５年以上を経過した志

願者の志願理由書 
10－２ 該当者のみ高等学校卒業証明書とと

もに提出する。 

高等学校 
調査書  平成 28 年度大学入学者選抜実施要項

において示された様式 
 
特別支援学校幼稚部 

作成者 提出書類 様式番号 備  考 

志願者 
入学願書等 １，２  
障害があることを証明する書類 11 身体障害者手帳の写しまたは様式 11

を提出する。 
 



目 次

平成28年度栃木県立特別支援学校高等部の入学者選抜実施細則

１第１ 特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称）について

１ 募集 １

２ 出願方法 １

３ 学力検査等 ２

４ 学力検査等の実施 ２

５ 入学者の選抜 ２

６ 合格者の発表 ３

７ 入学の辞退 ３

８ 検査得点の簡易開示 ３

第２ 特別支援学校高等部（特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称）及び盲学校

４高等部専攻科を除く）について

１ 募集 ４

２ 出願方法 ４

３ 学力検査等 ５

４ 学力検査等の実施 ５

５ 入学者の選抜 ５

６ 合格者の発表 ５

７ 検査得点の簡易開示 ５

８ 入学者選抜を受検できなかった者に対する特別措置 ６

７第３ 盲学校高等部専攻科について

１ 募集 ７

２ 出願方法 ７

３ 学力検査等 ８

４ 学力検査等の実施 ８

５ 入学者の選抜 ８

６ 合格者の発表 ８

７ 検査得点の簡易開示 ８

８ 入学者選抜を受検できなかった者に対する特別措置 ８

(様式）高等部及び高等部専攻科様式 ９

平成28年度栃木県立特別支援学校幼稚部の入学者選抜実施細則

第１ 募集 23

第２ 出願方法 23

第３ 面接等 23

第４ 面接等の実施 23

第５ 入学者の選抜 23

第６ 合格者の発表 24

第７ 入学者選抜を受検できなかった者に対する特別措置 24

（様式）幼稚部様式 25

資料１ 栃木県立特別支援学校の高等部及び幼稚部の入学者選抜の方針 27

資料２ 栃木県立特別支援学校における幼稚部、高等部

及び高等部専攻科設置校の概要 27

資料３ 学校教育法施行令（抜粋） 28



- 1 -

平成28年度栃木県立特別支援学校

高等部の入学者選抜実施細則

平成28年度栃木県立特別支援学校高等部の入学者の選抜は、この実施細則の定めるとおりと

する。

第１ 特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称）について

１ 募集

(1) 募集定員

募集定員は、別に公示するところによる。

(2) 入学志願資格

特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称）に入学を志願することができる者は、知的障

害者のうち、学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第22条の３の表に掲げる障害の程

度が軽度の者で、公共交通機関等の利用により自力通学が可能な者とする。また、原則と

して保護者とともに県内に居住し、次のいずれかに該当する者とする。

ア 中学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校の前期課程（以下「中学校」とい

う。）を卒業し、又は修了した者

イ 平成28年３月31日までに中学校を卒業し、又は修了する見込みの者

ウ 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第95号各号のいずれかに該当し、又

は平成28年３月31日までに該当する見込みの者

(3) 県外からの入学志願者の取扱い

県外に居住する入学志願者は、「栃木県立特別支援学校高等部入学志願承認申請書」(様

式４)を添付して出願するものとする。なお、志願先特別支援学校長は、一家転住等その理

由が正当であると認められ、保護者が平成28年４月８日までに県内に居住予定である場合

に受け付けるものとする。

２ 出願方法

(1) 出願

ア 特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称）については、条例により設置が定められる

まで仮称とするが、出願に必要な書類の提出に当たっては、（仮称）の表記は要しない

こととする。

イ 入学志願者は、在学又は出身の中学校長を経由して志願先の特別支援学校長への手続

を行う。ただし、中学校卒業後５年以上を経過した者（平成22年３月以前の卒業）は、

志願者本人が直接、志願先の特別支援学校長への手続を行う。

ウ 出願は、特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称）及び県立高等学校全日制課程の特

色選抜を通じて１校とする。

(2) 入学志願者の出願手続

ア 出願に必要な書類は、次の４種類とする。

(ｱ) 入学願書（様式５）

(ｲ) 受 検 票（様式６）

(ｳ) 障害があることを証明する書類（療育手帳の写しまたは医療機関が発行する証明書

（様式11））

(ｴ) 栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園志願理由書（様式12）

イ 入学志願者のうち、中学校卒業後５年以上経過した者は、「中学校卒業後５年以上を

経過した志願者の志願理由書」（様式10－１）及び「中学校卒業証明書」を提出する。
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なお、「中学校卒業後５年以上を経過した志願者の志願理由書」は、志願者本人若しく

は保護者が記入し、厳封の上、他の提出書類とともに志願先の特別支援学校長へ直接提

出する。

ウ 出願に必要な書類は、志願先の特別支援学校に請求する。郵送により請求する場合は、

志願先の特別支援学校に「120円切手」をはった返信用封筒（33.2cm×24.0cmの封筒に返

信先を明記する。）を添えて申し込む。

(3) 中学校長の手続

ア 調査書の作成

中学校は、校長を委員長とする調査書作成委員会を設置し、調査書を作成するものと

する。

イ 入学願書等の提出

出願に必要な書類に「調査書」（様式７－１又は７－２）を添えて、次の期間内に志

願先の特別支援学校長に提出する。

平成28年２月１日（月）午前９時から午後３時30分まで及び２月２日（火）の午前

９時から正午までとする。

ウ 県外からの出願

県外からの出願については、「入学願書」等及び「調査書」を郵送（書留・親展）に

よってもよいが、事前に志願先の特別支援学校長の了解を得るとともに、出願初日必着

とする。その際には、受検票を送付するための返信用封筒（返信先を明記し、書留とす

るのに必要な切手をはったもの）を同封する。

(4) 受検票の交付

受検票（様式６）は、願書等提出時に交付する。

(5) 受検辞退

出願者が受検を辞退する場合は、在学又は出身の中学校長を経由して「受検辞退届」

（様式９）を速やかに出願先の特別支援学校長あて提出する。

３ 学力検査等

(1) 学力検査

ア 教科

学力検査は、国語及び数学について行う。

イ 配点

配点は、検査教科それぞれについて100点とする。

(2) 作業能力検査

ア 内容

机上での事務作業等を通して、指示を理解する力、正確に遂行する力などをみる。

イ 配点

配点は、200点とする。

(3) 面接

４ 学力検査等の実施

(1) 検査期日 ２月８日（月）

(2) 検査日程

学力検査等の日程は、別に定める。

(3) 検査場

学力検査等の検査場は出願先の特別支援学校とする。

５ 入学者の選抜

(1) 選抜委員会の設置

特別支援学校は、校長を委員長とする選抜委員会を設置するものとする。
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(2) 選抜の方法

ア 入学者の選抜は、「栃木県立特別支援学校の高等部及び幼稚部の入学者選抜の方針」

（資料１）にのっとり、公正に行うものとする。

イ 入学者の選抜は、調査書、学力検査の成績、作業能力検査及び面接の結果等を資料と

して総合的に行うものとする。また、「中学校卒業後５年以上を経過した志願者の志願

理由書」(様式10－１)が提出された場合には、これを選抜のための資料に加える。

６ 合格者の発表

(1) 日時

合格者の発表は、２月15日（月）午前10時とする。

(2) 発表の方法

合格者の発表は、当該特別支援学校に掲示するほか、合格者に対し「合格通知書」（様

式８）を交付する。その際、合格者は「受検票」を提示する。

７ 入学の辞退

(1) 合格者が、やむを得ない事情により入学を辞退する場合は、在学又は出身の中学校長を

経由して「入学辞退届」（様式13）を２月17日（水）までに当該特別支援学校長あて提出

する。なお、２月18日（木）以降においても、保護者の転勤等のやむを得ない理由で入学

を辞退する場合は、速やかに「入学辞退届」を提出する。

(2) 合格者のうち、２月17日（水）までに「入学辞退届」を提出しない者は、県立高等学校

及び県立特別支援学校には出願できない。

８ 検査得点の簡易開示

(1) 受検者のうち、学力検査の各教科の得点、作業能力検査の得点及び合計点の簡易開示を

希望する者は、２月16日（火）から３月15日（火）までの日（ただし、土、日、祝日を除

く。時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後３時30分までとする。）、受検

先の特別支援学校において簡易開示の請求を口頭で行い、受検者本人の得点を記した個票

の交付を受けることができる。その際は、「受検票」を提示する。

(2) 請求を受けた特別支援学校は、「受検票」と「入学願書」を照合して本人であることを

確認の上、当該受検者の分について開示する。
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第２ 特別支援学校高等部（特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称）及び盲学校高等部専攻

科を除く）について

１ 募集

(1) 募集定員

募集定員は、別に公示するところによる。

(2) 入学志願資格

特別支援学校高等部に入学を志願することができる者は、障害の程度が学校教育法施行

令（昭和28年政令第340号）第22条の３の表に掲げる程度の者のうち、原則として保護者と

ともに県内に居住し、次のいずれかに該当する者とする。

ア 中学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校の前期課程（以下「中学校」とい

う。）を卒業し、又は修了した者

イ 平成28年３月31日までに中学校を卒業し、又は修了する見込みの者

ウ 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第95号各号のいずれかに該当し、又

は平成28年３月31日までに該当する見込みの者

(3) 県外からの入学志願者の取扱い

第１の１の(3)と同様とする。

２ 出願方法

(1) 出願

ア 出願については、第１の２の(1)のイと同様とする。

イ 出願は、特別支援学校高等部及び県立高等学校全日制課程の一般選抜を通じて１校と

する。

(2) 入学志願者の出願手続き

ア 出願に必要な書類は、次の３種類とする。

(ｱ) 入学願書（様式５）

(ｲ) 受 検 票（様式６）

(ｳ) 障害があることを証明する書類（身体障害者手帳若しくは療育手帳の写しまたは医療

機関が発行する証明書（様式11））

イ 入学志願者のうち、中学校を卒業後５年以上経過した者は、「中学校卒業後５年以上

を経過した志願者の志願理由書」（様式10－１）及び「中学校卒業証明書」を提出する。

なお、「中学校卒業後５年以上を経過した志願者の志願理由書」は、志願者本人若しく

は保護者が記入し、厳封の上、他の提出書類とともに志願先の特別支援学校長へ直接提

出する。

ウ 出願に必要な書類は、志願先の特別支援学校に請求する。郵送により請求する場合は、

志願先の特別支援学校に「120円切手」をはった返信用封筒（33.2cm×24.0cmの封筒に返

信先を明記する。）を添えて申し込む。

(3) 中学校長の手続

ア 調査書の作成

第１の２の(3)のアと同様とする。

イ 入学願書等の提出

出願に必要な書類に「調査書」（様式７－１又は７－２）を添えて、次の期間内に志

願先の特別支援学校長に提出する。

平成28年２月19日（金）及び２月22日（月）の午前９時から午後３時30分までとする。

ウ 県外からの出願

第１の２の(3)のウと同様とする。

(4) 受検票の交付

第１の２の(4)と同様とする。
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(5) 受検辞退

第１の２の(5)と同様とする。

３ 学力検査等

(1) 学力検査

ア 教科

(ｱ) 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う

特別支援学校においては、国語、社会、数学、理科及び外国語（英語）について行う。

(ｲ) 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、国語及び数学

について行う。

イ 配点

配点は、検査教科それぞれについて100点とする。

(2) その他必要な検査

ア 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特

別支援学校においては、校長が必要と認める検査について、各特別支援学校において定

めるものとする。

イ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、作業能力検査を

行う。

(3) 面接

(4) 特別支援学校の校長は、特別な事情があると認めたときは、学力検査、その他必要な検

査、面接の一部を免除することができる。

４ 学力検査等の実施

(1) 検査期日 ３月７日（月）

(2) 検査日程

第１の４の(2)と同様とする。

(3) 検査場

第１の４の(3)と同様とする。

５ 入学者の選抜

(1) 選抜委員会の設置

第１の５の(1)と同様とする。

(2) 選抜の方法

ア 入学者の選抜は、「栃木県立特別支援学校の高等部及び幼稚部の入学者選抜の方針」

（資料１）にのっとり、公正に行うものとする。

イ 入学者の選抜は、調査書、学力検査の成績、その他必要な検査及び面接の結果等を資

料として総合的に行うものとする。また、「中学校卒業後５年以上を経過した志願者の

志願理由書」(様式10－１)が提出された場合には、これを選抜のための資料に加える。

６ 合格者の発表

(1) 日時

合格者の発表は、３月11日（金）午前10時とする。

(2) 発表の方法

第１の６の(2)と同様とする。

７ 検査得点の簡易開示

(1) 受検者のうち、学力検査の各教科の得点及び合計点の簡易開示を希望する者は、３月14

日(月)から４月13日(水)までの日（ただし、土、日、祝日を除く。時間は、午前９時から

正午まで及び午後１時から午後３時30分までとする。）、受検先の特別支援学校において
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簡易開示の請求を口頭で行い、受検者本人の得点を記した個票の交付を受けることができ

る。その際は、「受検票」を提示する。

(2) 請求を受けた特別支援学校は、「受検票」と「入学願書」を照合して本人であることを

確認の上、当該受検者の分について開示する。

８ 入学者選抜を受検できなかった者に対する特別措置

特別の事情等により受検できなかった者については、下記にしたがって特別な措置を講ず

る。

(1) 特別の事情等

転居、家庭の事情、施設入所等の都合により、願書の受付期間に間に合わなかった場合、

又は正規の入学者選抜を受検できなかった場合

(2) 入学者の選抜

入学させる人員に余裕のある場合、以下により特別に入学者選抜を行う。

ア 出願及び入学者選抜等については、当該特別支援学校の校長が適切な日を定める。

イ 入学者選抜については、５の(1)、(2)に準じて行うものとする。

(3) 合格者の発表

当該特別支援学校の校長は、入学者選抜実施後速やかに合格者を発表する。
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第３ 盲学校高等部専攻科について

１ 募集

(1) 募集定員

募集定員は、別に公示するところによる。

(2) 入学志願資格

盲学校高等部専攻科に入学を志願することができる者は、視覚障害者のうち、障害の程

度が学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第22条の３の表に掲げる程度の者とする。

また、原則として県内に居住し、次のいずれかに該当する者とする。

ア 高等学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校の後期課程（以下「高等学校」

という。）を卒業した者又は平成28年３月31日までに卒業見込みの者

イ 学校教育法施行規則第150条各号のいずれかに該当し、又は平成28年３月31日までに該

当する見込みの者

(3) 県外からの入学志願者の取扱い

第１の１の(3)と同様とする。

２ 出願方法

(1) 出願

入学志願者は、在学又は出身の高等学校長を経由して志願先の特別支援学校長への手続

を行う。ただし、高等学校卒業後５年以上を経過した者（平成22年３月以前の卒業）は、

志願者本人が直接、志願先の特別支援学校長への手続を行う。

(2) 入学志願者の出願手続き

ア 出願に必要な書類は、次の３種類とする。

(ｱ) 入学願書（様式５）

(ｲ) 受 検 票（様式６）

(ｳ) 障害があることを証明する書類（身体障害者手帳の写し又は医療機関が発行する証明書

（様式11））

イ 入学志願者のうち、高等学校を卒業後５年以上経過した者は、「高等学校卒業後５年

以上を経過した志願者の志願理由書」（様式10－２）及び「高等学校卒業証明書」を提

出する。なお、「高等学校卒業後５年以上を経過した志願者の志願理由書」は、志願者

本人若しくは保護者が記入し、厳封の上、他の提出書類とともに志願先の特別支援学校

長へ直接提出する。

ウ 出願に必要な書類は、志願先の特別支援学校に請求する。郵送により請求する場合は、

志願先の特別支援学校に「120円切手」をはった返信用封筒（33.2cm×24.0cmの封筒に返

信先を明記する。）を添えて申し込む。

(3) 高等学校長の手続

ア 調査書の作成

高等学校は、校長を委員長とする調査書作成委員会を設置し、調査書を作成するもの

とする。

イ 入学願書等の提出

出願に必要な書類に「調査書」を添えて、次の期間内に志願先の特別支援学校長に提

出する。

平成28年２月19日（金）及び２月22日（月）の午前９時から午後３時30分までとする。

ウ 県外からの出願

第１の２の(3)のウと同様とする。

(4) 受検票の交付

第１の２の(4)と同様とする。

(5) 受検辞退

出願者が受検を辞退する場合は、在学又は出身の高等学校長を経由して「受検辞退届」
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（様式９）を速やかに出願先の特別支援学校長あて提出する。

３ 学力検査等

(1) 学力検査

ア 教科

国語、社会、数学、理科及び外国語（英語）について行う。

イ 配点

配点は、検査教科全体で100点とする。

(2) その他必要な検査

校長が必要と認める検査について、当該特別支援学校において定めるものとする。

(3) 小論文

(4) 面接

４ 学力検査等の実施

(1) 検査期日 ３月７日（月）

(2) 検査日程

第１の４の(2)と同様とする。

(3) 検 査 場

第１の４の(3)と同様とする。

５ 入学者の選抜

(1) 選抜委員会の設置

第１の５の(1)と同様とする。

(2) 選抜の方法

ア 入学者の選抜は、「栃木県立特別支援学校の高等部及び幼稚部の入学者選抜の方針」

（資料１）にのっとり、公正に行うものとする。

イ 入学者の選抜は、調査書、学力検査の成績、その他必要な検査の結果、小論文及び面

接の結果等を資料として総合的に行うものとする。また、「高等学校卒業後５年以上を

経過した志願者の志願理由書」（様式10－２）が提出された場合には、これを選抜のた

めの資料に加える。

６ 合格者の発表

(1) 日時

合格者の発表は、３月11日（金）午前10時とする。

(2) 発表の方法

第１の６の(2)と同様とする。

７ 検査得点の簡易開示

(1) 受検者のうち、学力検査の得点の簡易開示を希望する者は、３月14日（月）から４月13

日（水）までの日（ただし、土、日、祝日を除く。時間は、午前９時から正午まで及び午

後１時から午後３時30分までとする。）、受検先の特別支援学校において簡易開示の請求

を口頭で行い、受検者本人の得点を記した個票の交付を受けることができる。その際は、

「受検票」を提示する。

(2) 請求を受けた特別支援学校は、「受検票」と「入学願書」を照合して本人であることを

確認の上、当該受検者の分について開示する。

８ 入学者選抜を受検できなかった者に対する特別措置

第２の８と同様とする。
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（様式）

高等部及び高等部専攻科様式

様式４（所定の用紙）

栃木県立特別支援学校高等部入学志願承認申請書

平成 年 月 日

栃木県立 校長 様

保 護 者 氏 名 印

住 所

入学志願者氏名

生 年 月 日

住 所

連絡先（電話番号）

平成 卒業見込み
年 月 日

昭和 卒 業

下記理由により貴校に入学志願させたいので、御承認くださるようお願いします。

１ 転居先

２ 転居予定期日

３ 理由

４ 理由を証明する添付書類名

上記の理由に相違なく、また、平成28年度の入学志願に当たっては、貴校以外の

いかなる公立特別支援学校高等部及び公立高等学校にも出願しないことを証明する。

平成 年 月 日

中学校名

校長氏名 職印

（注）ア 理由はできるだけ具体的に記入する。

イ 本申請書に、転勤についての所属長の証明など、理由を証明する書類を添付する。

ウ 「元号」及び「卒業見込み・卒業」は該当するものを○で囲む。
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様式５（所定の用紙）

受付番号 受検番号 （※願書受付 平成 年 月 日）
※ ※

入 学 願 書

高等部 科に入学させたいので出願いたします。

平成 年 月 日

栃木県立 校長 様

保護者氏名 印

氏 名 性 別
ふ り が な

志 生年月日 昭和・平成 年 月 日生

願 住 所 〒

者 所在地
出身学校 学校名 立 学校

昭和・平成 年 月 卒業・卒業見込み

保 氏 名
ふ り が な

護
者 住 所 〒 TEL （ ）

連 絡 先 〒 TEL （ ）

ミ シ ン 目
様式６（所定の用紙）

出願受付
※平成 年 月 日

受 検 票
※受検番号

※科名 科

氏名
出欠確認欄

※学校長 職印

（裏面の注意書きをご覧ください）
様式５の裏面 願書記入上の注意
１ ※印のところは、当該学校が記入する。
２ 「氏名」は、住民票に記載されている文字どおり記入する。
３ 「連絡先」は、当該学校から合格通知書を交付する際の通知先が保護者の住所と異な

る場合だけ記入する。

写 真

（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）

正面上半身脱帽

当該年度の12月１日以降

に撮影したもの

カラー、白黒いずれも可

写真の裏に中学校名と氏

名を記入してはる
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高等部様式 様式７－１

調 査 書
出願学校 栃木県立

受 ※ 受 性別
検 平成 年３月志 ふりがな
番 検
号 氏 名望

者 平成 年 月 日生 卒業・卒業見込み

評 定 特 内 容 １年 ３年２年
教 科 別

１年 ２年 ３年 活 学 級 活 動
動
の 生 徒 会 活 動

国 語 記
録 学 校 行 事

各 名 称 学習の内容及び評価
社 会

教

科
各 数 学

等

教 を
理 科

合
科

わ
音 楽

の せ

た
学 美 術

指

習 導
保 健 体 育

の
の

記
技 術 ・ 家 庭

記 録

新体力テストの記録
録 外 国 語

基 健 自 責 創 思 生 勤 公 公
本 康 い 命 共

行 的 ・ 主 意 や 尊 労 正 心
・な 体 ・ 任 り 重 ・ ・

動 生 力 自 工 ・ ・ 奉 公 公
活 の 協 自 徳

の 習 向 律 感 夫 力 然 仕 平 心
慣 上 愛

記 護

録

障 害 の 状 況部活動・
特技等の
記録

１年

欠席日数 １年 ２年 ３年総
合
的 出

日 日 日な 欠
主な理由学 の

習 記
の 録２年
時
間
の
記 平成 年 月 日
録

中学校名

３年

校長氏名 職印
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様式７－１の裏面

記 入 上 の 注 意

１ この様式は平成28年３月卒業見込み、平成25年３月から27年３月卒業までの受検者につ

いてのものである。

２ 記入事項のない欄には斜線 （ ）を記入する。ただし、「行動の記録」「特別

活動の記録」については、／印（ ／ ）を記入する。

３ ※印は、出願先の特別支援学校で記入する。

４ 選択教科を実施する中学校においては、「各教科の学習の記録」の「外国語」の下の欄

に教科名、評定を記入する。

５ 「各教科の学習の記録」「総合的な学習の時間の記録」については、県立高等学校入学

者選抜実施細則の調査書と同じく記入する。また、知的障害者のため特別な教育課程を履

修している場合には、「各教科等を合わせた指導の記録」の欄に、下記記入例を参考にし

て、名称と学習の内容及び評価を記述する。

記入例

名 称 学 習 の 内 容 及 び 評 価

作 業 学 習 しいたけの栽培。作業の流れを理解し、友達と協力して仕事を進めることが

できる。持続力がやや劣る。

６ 「特別活動の記録」及び「行動の記録」については、県立高等学校入学者選抜実施細則

の調査書と同じく記入する。

７ 「新体力テストの記録」は、第３学年において実施した新体力テストの総合評価を記入

する。

８ 「部活動・特技等の記録」は、特に優れた点等を記入する。

９ 「出欠の記録」は第１学年から第３学年の欠席状況について記入する。

平成28年３月卒業見込みの生徒のうち、特別支援学校宇都宮青葉高等学園に出願する者

については、12月末日現在で記入する。特別支援学校高等部（特別支援学校宇都宮青葉高

等学園を除く）に出願する者については、１月末日現在で記入する。

10 「障害の状況」については、障害名、疾病名、障害部位、ＩＱ、その他について、下記

記入例を参考にして簡潔に記述する。

記入例

障 ○視覚障害、小眼球、矯正視力： 、IQ40、WISC－Ⅲ（検査年月日）右（0.1 ）・左（0.01）

害 ○肢体不自由、脳性まひ、四肢まひ、車いす使用、IQ96、田中ビネー（検査年月日）

の 言語障害

状 ○知的障害、IQ40、田中ビネー（検査年月日）、多動、言語障害

況
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高等部様式 様式７－２

調 査 書
出願学校 栃木県立

受 ※ 受 性別
検 平成 年３月志 ふりがな
番 検
号 氏 名望

者 平成 年 月 日生 卒業

評 定 特 内 容 １年 ２年 ３年
教 科 別

１年 ２年 ３年 活 学 級 活 動
動
の 生 徒 会 活 動

国 語 記
録 学 校 行 事

各
各 名 称 学習の内容及び評価

社 会
教 教

科
科 数 学

等

の を
理 科

合
学

わ
音 楽

習 せ

た
の 美 術

指

記 導
保 健 体 育

の
録

記
技 術 ・ 家 庭

録

新体力テストの記録
外 国 語

基 健 自 責 創 思 生 勤 公 公
本 康 い 命 共

教科 評定(学年) 教科 評定(学年) 行 的 ・ 主 意 や 尊 労 正 心
・な 体 ・ 任 り 重 ・ ・

動 生 力 自 工 ・ ・ 奉 公 公
選 活 の 協 自 徳( 年) ( 年)

の 習 向 律 感 夫 力 然 仕 平 心
慣 上 愛

択 記 護
( 年) ( 年)

録
教

( 年) ( 年)
障 害 の 状 況科 部活動・

特技等の
の 記録

( 年) ( 年)

欠席日数 １年 ２年 ３年記

( 年) ( 年)
日 日 日録

出
主な理由欠

の( 年) ( 年)
記
録

１年総
合
的
な
学
習 平成 年 月 日２年
の
時 中学校名
間
の

３年記
録 校長氏名 職印
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様式７－２の裏面

記 入 上 の 注 意

１ この様式は平成23年３月から平成24年３月卒業までの受検者についてのものである。

２ 記入事項のない欄には斜線（ ）を記入する。ただし 「行動の記録 「特別活動、 」

の記録」については、／印（ ／ ）を記入する。

３ ※印は、出願先の特別支援学校で記入する。

４ 「各教科の学習の記録 「選択教科の記録 「総合的な学習の時間の記録」については、」 」

県立高等学校入学者選抜実施細則の調査書と同じく記入する。また、知的障害者のため特

別な教育課程を履修している場合には 「各教科等を合わせた指導の記録」の欄に、下記、

記入例を参考にして、名称と学習の内容及び評価を記述する。

記入例

名 称 学 習 の 内 容 及 び 評 価

作 業 学 習 しいたけの栽培。作業の流れを理解し、友達と協力して仕事を進めることが

できる。持続力がやや劣る。

５ 「特別活動の記録」及び「行動の記録」については、県立高等学校入学者選抜実施細則

の調査書と同じく記入する。

６ 「新体力テストの記録」は、第３学年において実施した新体力テストの総合評価を記入

する。

７ 「部活動・特技等の記録」は、特に優れた点等を記入する。

８ 「出欠の記録」は第１学年から第３学年の欠席状況について記入する。

９ 「障害の状況」については、障害名、疾病名、障害部位、ＩＱ、その他について、下記

記入例を参考にして簡潔に記述する。

記入例

障 ○視覚障害、小眼球、矯正視力： 、IQ40、WISC－Ⅲ（検査年月日）右（0.1 ・左（0.01） ）

害 ○肢体不自由、脳性まひ、四肢まひ、車いす使用、IQ96、田中ビネー（検査年月日）

の 言語障害

状 ○知的障害、IQ40、田中ビネー（検査年月日 、多動、言語障害）

況
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様式８（所定の用紙）

合 格 通 知 書

受検番号

氏 名

あなたは、平成 年度栃木県立 入学者選抜の結果、

本校 高等 部 科に合格したので通知します。

平成 年 月 日

学校長 職印
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様式９（所定の用紙）

受 検 辞 退 届

平成 年 月 日

栃木県立 校長 様

出願者氏名

保護者氏名 印

住 所

志望科名

下記の理由により受検を辞退いたします。

（理 由）

上記のことを了知しております。

学校長 職 印
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様式10－１（所定の用紙）

中学校卒業後５年以上を経過した志願者の志願理由書

平成 年 月 日

栃木県立 校長 様

現 住 所

生 年 月 日 年 月 日生（満 歳）

志願者氏名 印

（代筆者氏名 （続柄等 ））

志願した理由

（注）１ この志願理由書は志願者本人が記入してください。障害の状況により、志願者本人に

よる記入が難しい場合は、保護者の方などが代筆してください。記入にあたっては、黒

又は青の万年筆あるいはボールペンを使用してください。

２ 必要事項を記入した後、厳封の上、志願者本人が他の必要書類とともに、志願先特別

支援学校長に直接提出してください。その際、封筒の表に、志願者氏名を記入してくだ

さい。

３ 勤務している場合は、勤務等の状況も記入してください。
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様式10－２（所定の用紙）

高等学校卒業後５年以上を経過した志願者の志願理由書

平成 年 月 日

栃木県立盲学校長 様

現 住 所

生 年 月 日 年 月 日生（満 歳）

志願者氏名 印

（代筆者氏名 （続柄等 ））

志願した理由

（注）１ この志願理由書は志願者本人が記入してください。障害の状況により、志願者本人に

よる記入が難しい場合は、保護者の方などが代筆してください。記入にあたっては、黒

又は青の万年筆あるいはボールペンを使用してください。

２ 必要事項を記入した後、厳封の上、志願者本人が他の必要書類とともに、志願先特別

支援学校長に直接提出してください。その際、封筒の表に、志願者氏名を記入してくだ

さい。

３ 勤務している場合は、勤務等の状況も記入してください。
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様式11（所定の用紙）

証 明 書

現 住 所

氏 名

生年月日

障害名

障害の状況：

知的障害特別支援学校を志願する者は、発達検査の結果等（他機関で行われた

検査結果も含む）を添付してください。

上記の通り証明します。

平成 年 月 日

医療機関名

医師氏名 印

※障害名、障害の状況を記入する際は、裏面の特別支援学校の対象となる障害の程度を

参考にしてください。
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様式11の裏面

学校教育法施行令（抜粋）

第２章 視覚障害者等の障害の程度

第２２条の３ 法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は
病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

区 分 障 害 の 程 度

両眼の視力がおおむね０．３未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のも
視覚障害者 ののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識不可

能又は著しく困難な程度のもの

両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用
聴覚障害者 によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

１ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁
に援助を必要とする程度のもの

知的障害者
２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活
への適応が著しく困難なもの

１ 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における
基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

肢体不自由者
２ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的
観察指導を必要とする程度のもの

１ 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態
が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

病 弱 者
２ 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

備 考
１ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力に
よって測定する。

２ 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。

【知的障害者の障害の程度 第２号の解釈について】
「知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもの」とは、知的障害があるものの、前
号の程度よりは軽度であることを指す。
知的障害のないもので 「社会生活への適応が著しく困難なもの」は、本号に該当しない。、
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様式12（所定の用紙）

受 検番 号 ※
じゅけんばんごう

栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園志願理由書
とちぎけんりつ とくべつしえんがっこう うつのみや あ お ば こうとうがくえん し が ん りゆうしょ

平 成 年 月 日
へいせい ねん がつ にち

栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学 園 校 長 様
とちぎけんりつとくべつしえんがっこううつのみや あおばこうとうがくえん こうちょう さま

中 学 校 名
ちゅうがっこうめい

氏 名
し めい

この学 校を受 検する理由と、入 学 後に努 力したいことは次のとおりです。
がっこう じゅけん りゆう にゅうがくご どりょく つぎ

（ 注 ） １ ※ 印 の欄は、記 入しないでください。
ちゅう しるし らん きにゅう

２ この志願理由書は、志願者本 人が記 入してください。記 入に当たっては、黒
しがん りゆうしょ しがんしゃほんにん きにゅう きにゅう あ くろ

又は青の万 年 筆あるいはボールペンを使用してください。
また あお まんねんひつ しよう

また、志願者本 人が鉛 筆で記 入したもののコピーによる提 出も可とします。
しがんしゃほんにん えんぴつ きにゅう ていしゅつ か

ただし、その際には、氏名の欄については、コピーしたものに自署してくださ
さい しめい らん じしょ

い。
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様式13（所定の用紙）

入 学 辞 退 届

平成 年 月 日

栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園 校長 様

出願者氏名

保護者氏名 印

住 所

志 望 科 名

下記の理由により入学を辞退いたします。

（理 由）

上記のことを了知しております。

中学校名

学校長 職 印
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平成28年度栃木県立特別支援学校

幼稚部の入学者選抜実施細則

平成28年度栃木県立特別支援学校幼稚部の入学者の選抜は、この実施細則の定めるとおりとす

る。

第１ 募集

１ 募集定員

募集定員は、別に公示するところによる。

２ 入学志願資格

特別支援学校幼稚部に入学を志願することができる者は、視覚障害者又は聴覚障害者の

うち、障害の程度が学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第22条の３の表に掲げる

程度の者とする。また、原則として県内に居住し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 盲学校においては、平成22年４月２日から平成24年４月１日までに生まれた者

(2) 聾学校においては、平成22年４月２日から平成25年４月１日までに生まれた者

第２ 出願方法

１ 出願

(1) 出願に必要な書類は、保護者が直接志願先の特別支援学校長に提出するものとする。

なお、提出する書類は、次の３種類とする。

ア 入学願書（様式１）

イ 受 検 票（様式２）

ウ 障害があることを証明する書類（身体障害者手帳の写しまたは医療機関が発行する

証明書（様式11））

(2) 出願に必要な書類は保護者が作成し、次の期間内に志願先の特別支援学校長に提出す

る。

平成28年２月19日（金）及び２月22日（月）の午前９時から午後３時30分までとする。

２ 受検票の交付

受験票（様式２）は、願書等提出時に交付する。

第３ 面接等

１ 面接

２ その他必要な検査

校長が必要と認める検査について、各特別支援学校において定めるものとする。

第４ 面接等の実施

期日 ３月７日（月）１

２ 日程

。面接等の日程は別に定める

３ 会場

面接等の会場は志願先の特別支援学校とする。

第５ 入学者の選抜

１ 選抜委員会の設置

特別支援学校は、校長を委員長とする選抜委員会を設置するものとする。
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２ 選抜の方法

(1) 入学者の選抜は、「栃木県立特別支援学校の高等部及び幼稚部の入学者選抜の方針」

（資料１）にのっとり、公正に行うものとする。

(2) 入学者の選抜は、面接及びその他必要な検査の結果等を資料として総合的に行うものと

する。

第６ 合格者の発表

日時１

合格者の発表は、３月11日（金）午前10時とする。

発表の方法２

合格者の発表は、当該特別支援学校に掲示するほか、合格者の保護者に対し「合格通知

書」（様式３）を交付する。その際、合格者の保護者は「受検票」を提示する。

入学者選抜を受検できなかった者に対する特別措置第７

特別の事情等により受検できなかった者については、下記にしたがって特別な措置を講ず

る。

１ 特別の事情等

(1) 願書の受付期間に間に合わなかった場合

(2) 年度途中において、特別支援学校の幼稚部の対象と判断された場合

２ 入学者の選抜

(1) 出願及び入学者選抜等については、当該特別支援学校の校長が適切な日を定める。

(2) 入学者選抜については、第５の１、２に準じて行うものとする。

３ 合格者の発表

当該特別支援学校の校長は、入学者選抜実施後速やかに合格者を発表する。
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（様式）
幼稚部様式

様式１（所定の用紙）

受付番号 受検番号 （※願書受付 平成 年 月 日）
※ ※

入 学 願 書

幼稚部に入学させたいので出願いたします。
平成 年 月 日

栃木県立 学校長 様

保護者氏名 印

氏 名 性 別
ふ り が な

志
願 生年月日 平成 年 月 日生
者

住 所 〒

保 氏 名
ふ り が な

護
者 住 所 〒

TEL （ ）

連 絡 先 〒
TEL （ ）

ミ シ ン 目
様式２（所定の用紙）

願書受付
※平成 年 月 日

受 検 票
※受検番号

氏名
出欠確認欄

※学校長 職印

（裏面の注意書きをご覧ください）
様式１の裏面
願書記入上の注意
１ ※印のところは、当該学校が記入する。
２ 「氏名」は、住民票に記載されている文字どおり記入する。
３ 「連絡先」は、当該学校から合格通知書を交付する際の通知先が保護者の住所と
異なる場合だけ記入する。
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様式３（所定の用紙）

合 格 通 知 書

受検番号

氏 名

あなたは、平成 年度栃木県立 学校入学者選抜の結果、

本校幼稚部に合格したので通知します。

平成 年 月 日

学校長 職印
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資料１

栃木県立特別支援学校の高等部及び幼稚部の入学者選抜の方針

１ 特別支援教育の普及及びその機会均等の精神にのっとり、志願者のなるべく多数を入学させるものとす
る。

２ 高等部の入学者の選抜は、調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査の成績、面接その他必要な
検査の結果等を資料として行うものとする。

３ 幼稚部の入学者の選抜は、面接その他必要な検査の結果等を資料として行うものとする。

付 記
１ この選抜の方針は、平成２８年度入学者選抜から適用する。

資料２

栃木県立特別支援学校における幼稚部、高等部及び高等部専攻科設置校の概要

学 校 名 対 象 者 学 部 区 分 所 在 地（Ｔ Ｅ Ｌ）
幼稚部 ４・５歳児
高等部 普 通 科 〒321-0342宇都宮市福岡町1297

県 立 盲 学 校 視覚障害者 保健理療科 (028-652-2331)
高等部 保健理療科
専攻科 理 療 科
幼稚部 3･4･5歳児

県 立 聾 学 校 聴覚障害者 普 通 科 〒320-0072宇都宮市若草2-3-48
高等部 情報機械科 (028-622-3910)

生活技術科
県立のざわ特別支援学校 肢体不自由者 高等部 普 通 科 〒321-0973宇都宮市岩曽町1177-2

(028-689-2655)
県立富屋特別支援学校 知的障害者 高等部 普 通 科 〒321-2116宇都宮市徳次郎町39-1

(028-665-2281)
県立岡本特別支援学校 病 弱 者 高等部 普 通 科 〒329-1104宇都宮市下岡本町2160

(028-673-3456)
県立今市特別支援学校 知的障害者 高等部 普 通 科 〒321-1264日光市瀬尾1640-22

(0288-22-6417)
県立国分寺特別支援学校 知的障害者 高等部 普 通 科 〒329-0412下野市柴6-2

(0285-44-5121)
県立栃木特別支援学校 知的障害者 高等部 普 通 科 〒328-0067栃木市皆川城内町1053

肢体不自由者 (0282-24-7575)
県立足利特別支援学校 病 弱 者 高等部 普 通 科 〒326-0011足利市大沼田町619-1

(0284-91-1110)
県立足利中央特別支援学校 知的障害者 高等部 普 通 科 〒326-0005足利市大月町871-3

(0284-41-1185)
県立益子特別支援学校 知的障害者 高等部 普 通 科 〒321-4106益子町七井3650

(0285-72-4915)
県立那須特別支援学校 知的障害者 高等部 普 通 科 〒329-2712那須塩原市下永田8-7

(0287-36-4570)
県立南那須特別支援学校 知的障害者 高等部 普 通 科 〒321-0532那須烏山市藤田1181-152

(0287-88-7571)
県立特別支援学校宇都宮青 知的障害者 高等部 職 業 科 〒320-0842宇都宮市京町
葉高等学園（仮称） （ 仮 称 ） （開校準備室）

〒320-0072宇都宮市若草2-3-48
※平成28年４月開校予定 県立聾学校内

(028-623-6400)
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資料３

学校教育法施行令（抜粋）

第２章 視覚障害者等の障害の程度

第２２条の３ 法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は

病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

区 分 障 害 の 程 度

両眼の視力がおおむね０．３未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のも
視覚障害者 ののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識不可

能又は著しく困難な程度のもの

両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用
聴覚障害者 によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

１ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁
に援助を必要とする程度のもの

知的障害者
２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活
への適応が著しく困難なもの

１ 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における
基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

肢体不自由者
２ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的
観察指導を必要とする程度のもの

１ 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態
が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

病 弱 者
２ 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

備 考
１ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力に
よって測定する。

２ 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。



 


